
様式第５号

第 号
相続人代表者指定（変更）届出書

兼 固定資産現所有者申告書

年 月 日

琴浦町長 様

届出人氏名 印

・被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に関する書類を

受領する代表者として下記のとおり指定しましたので地方税法第９条の２第１項

の規定により届け出ます。

・琴浦町税条例第 74 条の３の規定により、地方税法第 384 条の３に規定する現所

有者又はその代表者を以下のとおり申告します。

（
現

所

有

者
）

代

表

者

相

続

人

の

氏 名
ふ り が な

住 所

電 話 番 号

個 人 番 号

被相続人との続柄

被

相

続

人

氏 名
ふ り が な

死 亡 時 の 住 所

死 亡 年 月 日

代
表
者
以
外
の
相
続
人
（
現
所
有
者
）

氏 名
ふ り が な 被相続人

との続柄
住 所

摘 要



様式第５号

第 号
相続人代表者指定（変更）届出書

兼 固定資産現所有者申告書

年 月 日

琴浦町長 様

届出人氏名 琴浦 花子 印

・被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に関する書類を

受領する代表者として下記のとおり指定しましたので地方税法第９条の２第１項

の規定により届け出ます。

・琴浦町税条例第 74 条の３の規定により、地方税法第 384 条の３に規定する現所

有者又はその代表者を以下のとおり申告します。

（
現

所

有

者
）

代

表

者

相

続

人

の

氏 名
ふ り が な

琴浦 花子
ことうら は な こ

住 所 琴浦町徳万 591 番地 2

電 話 番 号 0858-52-2111

個 人 番 号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

被相続人との続柄 長女

被

相

続

人

氏 名
ふ り が な

琴浦 一郎
ことうら いちろう

死 亡 時 の 住 所 琴浦町徳万 591 番地 2

死 亡 年 月 日 〇年〇月〇日

代
表
者
以
外
の
相
続
人
（
現
所
有
者
）

氏 名
ふ り が な 被相続人

との続柄
住 所

琴浦 太郎
ことうら た ろ う

長男 琴浦町赤碕 1140 番地 1

琴浦 次郎
ことうら じ ろ う

次男 大阪府門真市〇〇町〇〇番地

摘 要

記入例


